
判決年月日 平成１８年９月２６日 担 知的財産高等裁判所 第３部
当

事 件 番 号 平成18年(ネ)10037号,10050号 部

○ 江戸時代に制作された浮世絵を模写した絵画４作品について無断でこれを書籍に

掲載した行為につき，絵画のうち２作品につき著作権侵害を認めて差止め及び損害賠

償を一部認容した一審判決につき，著作権侵害の判断は是認したが，損害額について

の判断に誤りがあるとして，一審判決の一部を変更した事例

（関連条文）著作権法１１２６条，１１４条３項

本件は，著作権（複製権）侵害を理由として書籍の出版の差止め及び損害賠償を求めた

訴訟の控訴審判決である。

Ｘの亡父Ａは，江戸風俗の研究家として知られ，「江戸商売図絵」「江戸職人図聚」等

の著書がある。江戸時代に制作された浮世絵を模写したＡの制作に係る絵画４作品につい

て，出版社Ｙは無断でこれを書籍に掲載して出版した。そこで，Ａは，Ｙに対して，書籍

に出版の差止め及び損害賠償を求める訴えを提起したが，一審係属中にＡが死亡したこと

から，訴訟に係る権利を相続したＸが本件訴訟を承継した。

一審判決（東京地裁平成１８年３月２３日判決・平成１７年(ワ)第１０７９０号）は，

上記４作品のうち，２作品については，浮世絵の単なる模写作品ではなくＡによる創作的

表現が付与された二次的著作物であるとして，Ｙによる著作権（複製）侵害を認め，差止

め及び損害賠償の一部を認めたが，残り２作品については，浮世絵の模写を超えてＡによ

る創作的表現が付与された二次的著作物であると認めることはできず，浮世絵の単なる複

製物にすぎないとして，Ｙによる著作権（複製権）侵害を認めなかった。また，著作権侵

害を認めた２作品についての損害額に関しては，Ａの絵画の使用料金は，事前に許諾を求

めてきた者については１作品１回当たり２万２２２２円であるが，無断複製行為に対して

は原則として上記料金の３倍額である６万６６６６円をペナルティとして請求し，これを

受領していたとして，著作権法１１４条３項に基づく損害額を１作品当たり４万４４４４

円と認定した。

一審判決に対して，Ｘが残り２作品につての著作権侵害を認めなかったことを不服とし

て控訴したところ，Ｙは，２作品について著作権侵害を認めたこと及び損害額を１作品当

たり４万４４４４円と認定したことを不服として附帯控訴した。

本判決は，Ａの４作品のうち２作品についてのみ著作権侵害を認めた一審の判断は是認

したものの，損害額については，「著作権法１１４条３項は，著作権者は故意又は過失に

よりその著作権を侵害した者に対し，その著作権の行使につき受けるべき金銭の額に相当

する額を自己が受けた損害の額として，その賠償を請求することができる旨を規定してい

る。これによれば，Ｘが絵画の著作権侵害による損害額として請求することができるのは，



使用料である１作品当たり２万２２２２円に相当する額というべきであり，Ａが生前著作

権を侵害した者に対して訴訟外において使用料の３倍の額を請求した事例があるとしても，

使用料を超える額を同項の規定に基づく損害額として請求することができると解すること

はできない。」と判示し，損害額は１作品当たり２万２２２２円にとどまるというべきで

あるとして，一審判決を一部変更して，一審判決の認容した損害額のうち上記金額を超え

る部分を棄却した。

模写作品の著作権侵害の成否の判断及び著作権法１１４条３項の損害額の算定について，

実務上参考となる判決であり，紹介する次第である。


